
（平成２３年３月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 13 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認静岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

静岡国民年金 事案 1354                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年９月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年９月から 48年３月まで 

私は、会社退職後に引っ越しをし、市役所で転入手続と同時に国民年金

の加入手続をした。免除申請をした時以外はずっと未納無く保険料を納め

ており、申立期間が未納期間とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の長きにわたる国民年金加入期間において国民年金保険料が未納と

されているのは申立期間のみであり、かつ７か月と短期間である上、申立人

の申立期間後の国民年金と厚生年金保険との切替手続も適切に励行されてい

ることから、申立人の国民年金に対する関心及び保険料の納付意識は高かっ

たと考えられる。 

また、申立人が国民年金の加入手続後に交付を受けたとしている昭和 48年

５月 25日に発行された国民年金手帳には、国民年金被保険者資格の新規取得

日として 47年９月１日と記載されていることから、申立期間は当初から国民

年金の加入期間とされていたと考えられる。 

さらに、申立人の所持する領収証書から、申立人は、申立期間直後の昭和

48 年４月から同年６月までの期間及び同年 10 月から同年 12 月までの期間の

保険料を 49年８月に過年度納付したことが確認できるところ、これら期間を

過年度納付した時点で、申立期間は時効前であり、申立期間の保険料を過年

度納付することは可能であったと考えられることから、前述のとおり、保険

料の納付意識が高かった申立人が、申立期間に係る保険料を未納のままにし

たとは考え難く、申立期間直後の期間と同様に納付したと考えても不自然で

はない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

静岡国民年金 事案 1355                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39年２月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月 

② 昭和 42年１月から 45年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料は、町内の集金により納付しており、

当時、領収書があったことを記憶しているので、未納とされているのは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 38年４月に払い出されており、申立

人に対して別の同記号番号が払い出されたこともうかがえないことから、こ

の頃、申立人は国民年金の加入手続を行ったとみられ、同手続により遡って

被保険者資格を取得したとされる 37年５月（同年同月分は厚生年金保険被保

険者期間のため平成 14 年 12 月に還付されている。）以降、申立期間直前の

39 年１月まで保険料を未納無く納付しており、申立期間①が未納とされてい

るのは不自然である。 

一方、申立人は、申立期間②の保険料について、その妻と一緒に町内の集

金により納付していたと述べているが、同期間は申立人の妻も未納とされて

いる。 

また、申立人は、申立期間②に係る加入手続（厚生年金保険からの切替

え）について、これまで諸手続は行ってきたとするが、その記憶は具体的で

はない上、平成 14年４月に行われた記録訂正により昭和 39年３月から 41年

12 月までの厚生年金保険被保険者期間が統合されるまで、未納とされていた

とみられることから、申立人は切替えに伴う手続を適切に行っていなかった

ことがうかがえる。 



  

さらに、上記の事情により、申立人は統合された厚生年金保険被保険者期

間当時、国民年金にも加入していたことになるが、申立人は、この期間につ

いて国民年金保険料を納付していた記憶は無いことから、昭和 39年３月に厚

生年金保険被保険者となったのを契機として保険料の集金が停止することと

なったとみられ、このことと申立人が上記のように厚生年金保険から国民年

金への切替手続を適切に行っていなかったことがうかがえることを踏まえる

と、申立期間②についても、41 年 12 月に厚生年金保険被保険者でなくなっ

た後、引き続き集金が行われなかった可能性も否定できない。 

加えて、申立人は、申立期間②に係る保険料をまとめて遡って納付した記

憶は無いとしており、過年度納付や特例納付により遡って納付したこともう

かがえない。 

このほか、申立人が居住する市の被保険者名簿でも申立期間は未納期間と

なっており、オンライン記録との齟齬
そ ご

は無い上、申立人が申立期間②の保険

料を納付したことを示す関連資料（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立人

が申立期間②の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39年２月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

静岡国民年金 事案 1356                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年３月から同年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月から同年５月まで 

夫（申立人）は生前、国民年金保険料は完納したので「退職後は年金を

満額受給できるから倹約すれば、なんとか生活できるからな。」と私（申

立人の妻）に口癖のように言っていた。領収書は、夫から「大切だから保

管しておくように。」と言われたため引き出しの中に保管しておいたが、

夫が亡くなり歳月も経過したので破棄してしまった。夫は人一倍堅い性格

なので間違いなく保険料を納付したと思う。私の申立期間の保険料は納付

済みになっていることから、夫の申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得がいかない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、申立人の会社退職から再就職までの期間であり、オンライン

記録によれば、平成３年１月に、申立期間に係る国民年金被保険者資格の取

得理由について、当初、「第２号被保険者から第１号被保険者への移行」と

されていたものが、「適用もれ」に訂正処理されたことが確認できることか

ら、申立期間に係る国民年金加入手続は、遅くとも同年同月時点には既に申

立人によって行われていたことが推認でき、この時期を基準とすると、申立

期間は時効前であり保険料を納付することが可能であったことから、申立期

間に係る納付書が申立人に対して発行されていたのは明らかである。 

また、申立期間は３か月と短期間である上、申立人の妻は申立期間に係る

第３号被保険者から第１号被保険者への切替手続が行われており、同期間の



  

保険料が納付済みである。 

さらに、申立期間前にも申立期間と同様に申立人自身が退職し再就職する

までの期間があるが、同期間は、夫婦共に国民年金の切替手続を行い保険料

も納付済みであることから、夫婦の国民年金に対する意識は高かったものと

考えられ、夫婦の国民年金に係る諸手続を行っていた申立人が、申立期間に

ついて、その妻の保険料を納付しながら、自身の保険料納付を失念したとは

考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1578 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ支店における資格取得

日に係る記録を昭和 38 年 10 月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月２日から 39年 12月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期間

について、厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。Ａ事業

所は転勤の多い職場であるが、途中で退職することなく働いており、継続し

て厚生年金保険料を給与から控除されていたはずなので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚は、「申立人は正社員で現場監督をしていた。」、「正社員は全

員が厚生年金保険に加入し、毎月の給与から保険料控除があった。」と証言し

ていることから判断すると、申立人はＡ事業所に継続して勤務し（Ａ事業所Ｃ

出張所から同事業所Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、申立人は、「Ｄの完成直前までＣ出張所で働いて

いた。」と述べているところ、旧Ｅ省が発行した文献によると、昭和 38 年 10

月３日にＤが開通していることから、同年同月２日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所Ｂ支店におけ

る昭和 39 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｆ事



  

業所（Ａ事業所の後継事業所）は不明としているが、申立人が昭和 38 年 10 月

２日にＡ事業所において被保険者資格を取得したとする届出や、その後に事業

主が行う厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届などのいずれの機会におい

ても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤るとは考え難いことから、

事業主は昭和 39 年 12 月１日を申立人の資格取得日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る 38 年 10 月から 39 年 11 月までの保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1579 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から④までについて、その主張する標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められるこ

とから、Ａ事業所における申立期間①から④までの標準賞与額に係る記録を

150万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年３月 10日 

             ② 平成 17年３月 10日 

             ③ 平成 18年３月 10日 

             ④ 平成 19年１月 12日 

Ａ事業所から各申立期間の賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されて

いたにもかかわらず、各申立期間に係る標準賞与額が記録されていないこと

が分かったので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が提出した所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び役員賞与明細一覧表に

より、申立人は、申立期間①から④までにおいて、150 万円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、申立期間①から④までに係る賞与支払届を提出して

おらず、保険料も納付していないと回答していることから、社会保険事務所

（当時）は、申立人に係る平成 16 年３月 10 日、17 年３月 10 日、18 年３月

10 日及び 19 年１月 12 日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



  

静岡厚生年金 事案 1580 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②及び③について、その主張する標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められるこ

とから、Ａ事業所における当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16 年３

月 10 日は 116 万円、17 年３月 10 日は 150 万円、18 年３月 10 日は 120 万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年３月 10日 

             ② 平成 17年３月 10日 

             ③ 平成 18年３月 10日 

Ａ事業所から各申立期間の賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されて

いたにもかかわらず、各申立期間に係る標準賞与額が記録されていないこと

が分かったので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が提出した所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び役員賞与明細一覧表に

より、申立人は、平成 16 年３月 10 日は 116 万円、17 年３月 10 日は 150 万円、

18 年３月 10 日は 120 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、申立期間①、②及び③に係る賞与支払届を提出して

おらず、保険料も納付していないと回答していることから、社会保険事務所

（当時）は、申立人に係る平成 16 年３月 10 日、17 年３月 10 日及び 18 年３

月 10 日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から④までについて、その主張する標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められるこ

とから、Ａ事業所における当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16 年３

月 10 日は 70 万円、17 年３月 10 日及び 18 年３月 10 日は 150 万円、19 年１月

12日は 110万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年３月 10日 

             ② 平成 17年３月 10日 

             ③ 平成 18年３月 10日 

             ④ 平成 19年１月 12日 

Ａ事業所から各申立期間の賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されて

いたにもかかわらず、各申立期間に係る標準賞与額が記録されていないこと

が分かったので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が提出した所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び役員賞与明細一覧表に

より、申立人は、平成 16 年３月 10 日は 70 万円、17 年３月 10 日及び 18 年３

月 10 日は 150 万円、19 年１月 12 日は 110 万円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、申立期間①から④までに係る賞与支払届を提出して

おらず、保険料も納付していないと回答していることから、社会保険事務所

（当時）は、申立人に係る平成 16 年３月 10 日、17 年３月 10 日、18 年３月

10 日及び 19 年１月 12 日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、その主張する標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ事業所における当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18 年３月 10

日は 150万円、19年１月 12日は 80万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年３月 10日 

             ② 平成 19年１月 12日 

Ａ事業所から各申立期間の賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されて

いたにもかかわらず、各申立期間に係る標準賞与額が記録されていないこと

が分かったので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が提出した所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び役員賞与明細一覧表に

より、申立人は、平成 18 年３月 10 日は 150 万円、19 年１月 12 日は 80 万円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、申立期間①及び②に係る賞与支払届を提出しておら

ず、保険料も納付していないと回答していることから、社会保険事務所（当

時）は、申立人に係る平成 18 年３月 10 日及び 19 年１月 12 日の標準賞与額に

基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ工場における資格取得日に

係る記録を昭和 45 年 10 月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月 26日から 46年２月 15日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間につい

て加入記録が確認できないとの回答を得たが、申立期間は、Ａ事業所本社か

ら同事業所Ｂ工場へ転勤した時期であり、Ａ事業所には継続して勤務してい

るので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ事業所Ｂ工場から提出された申立人に係る辞令

及び給与台帳兼所得税源泉徴収簿並びに当該事業所の回答により、申立人は当

該事業所に継続して勤務し（昭和 45 年 10 月 26 日にＡ事業所本社から同事業

所Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所Ｂ工場におけ

る昭和 46 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届の資格取

得日の記載を昭和 45 年 10 月 26 日とすべきところ、46 年２月 15 日として誤

った届出を行ったことを認めており、その結果、社会保険事務所は､申立人に

係る申立期間の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は

申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1584 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、その主張する標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ事業所における当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18 年３月 10

日は 150万円、19年１月 12日は 90万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年３月 10日 

             ② 平成 19年１月 12日 

Ａ事業所から各申立期間の賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されて

いたにもかかわらず、各申立期間に係る標準賞与額が記録されていないこと

が分かったので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が提出した所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び役員賞与明細一覧表に

より、申立人は、平成 18 年３月 10 日は 150 万円、19 年１月 12 日は 90 万円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、申立期間①及び②に係る賞与支払届を提出しておら

ず、保険料も納付していないと回答していることから、社会保険事務所（当

時）は、申立人に係る平成 18 年３月 10 日及び 19 年１月 12 日の標準賞与額に

基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1585 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人のＡ事業所における資格取得日は昭和 17 年６

月１日、資格喪失日は 20 年９月１日であることが認められることから、申立

人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 17 年６月から 20 年１月

までは 40円、同年２月から同年８月までは 70円とすることが必要である。 

申立期間②について、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＢ事業所におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 29 年３月２日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を同年３月及び同年４月は 8,000 円、同年５月から 30 年６月までは１万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17年６月１日から 20年９月１日まで 

（Ａ事業所） 

             ② 昭和 29年３月２日から 30年７月 18日まで 

（Ｂ事業所） 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したとこ

ろ、申立期間①及び②について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の

回答を得たが、Ａ事業所及びＢ事業所で勤務していたことは確かであるので、

それぞれの申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険

者名簿において、資格喪失日の記載は無いものの、申立人の名字及び生年月が

それぞれ一部異なる記録が発見され、当該記録では、昭和 17 年６月１日に被



  

保険者資格を取得し、20 年２月１日に標準報酬月額の改定が行われているこ

とが確認できる。 

また、申立人が戦時中に一緒に働いていたとする複数の元同僚は、「申立人

とは同じ寮に入り、一緒にＣを作る仕事をしていた。申立人は入社してから終

戦後まで継続して勤務していた。申立人が退職したのは自分と同じ日だっ

た。」と証言しており、オンライン記録によれば、当該複数の元同僚の資格取

得日は昭和 17 年６月１日、資格喪失日は 20 年９月１日となっていることが確

認できる。 

さらに、Ｄ事業所（Ａ事業所の後継事業所）は、「申立期間当時の資料は無

いものの、申立人の記憶及び当時の同僚の証言からすると、Ａ事業所の健康保

険厚生年金保険事業所別被保険者名簿にあるという申立人の氏名と類似した氏

名の記録は、申立人の記録であると十分考えられる。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、当該記録は申立人に係るものであると認めら

れ、Ａ事業所の事業主は、申立人が昭和 17 年６月１日に労働者年金保険の被

保険者資格を取得し、20 年９月１日に被保険者資格を喪失した旨の届出を行

ったことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、Ａ事業所の健康保険厚生年金

保険事業所別被保険者名簿の記録から、昭和 17 年６月から 20 年１月までは

40円、同年２月から同年８月までは 70円とすることが妥当である。 

申立期間②について、申立人は、「自分は、Ｅ町の住民となった昭和 29 年

３月２日には、既にＢ事業所に勤務していた。」と述べており、Ｅ町（現在は、

Ｅ市）の住民票から、申立人は昭和 29 年３月２日に同町の住民となったこと

が確認できる上、オンライン記録から、同年３月 28 日にＢ事業所で厚生年金

保険被保険者資格を取得している複数の元同僚は、「申立人は、自分がＢ事業

所に入社したときには既にＦの修理や組立てをして働いていた。」と証言して

いることから、申立人は、同年３月中にはＢ事業所に勤務していたと推認でき

る。 

また、上述の複数の元同僚は、「自分は中学校を卒業してすぐＢ事業所に入

社した。自分の当該事業所における入社日と厚生年金保険被保険者資格の取得

日は同じだと思う。当該事業所は、入社と同時に厚生年金保険に加入させてく

れたと思う。」と証言している。 

さらに、Ｇ事業所（Ｂ事業所の後継事業所）は、「申立期間当時の事業主は、

申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の届出を誤ったため、申立期間に係る

保険料を納付していないと考える。一方、申立人の給与から申立期間に係る厚

生年金保険料を控除していたと考える。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②においてＢ事業所に継

続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 



  

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＢ事業所における昭

和 30 年７月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、29 年３月及び

同年４月は 8,000 円、同年５月から 30 年６月までは１万 2,000 円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りを認めていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの

資格の取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 29 年３月から 30 年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は申立期間②に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



  

静岡厚生年金 事案 1586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 34年７月１日から 37年８月 21日まで 

年金事務所で厚生年金保険の記録を確認したところ、申立期間については

脱退手当金が支給済みとの回答を得た。自分は脱退手当金を受け取った記憶

は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より後の被保険者期間につい

てはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしながら、２

回の被保険者期間のうち、支給日直近の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、申立人は脱退手当金が支給決定されたこととなっている日から間もな

くして別の事業所に再就職し、厚生年金保険の被保険者となっていることを踏

まえると、その直前に脱退手当金を請求するというのは不自然である。 

さらに、申立期間の脱退手当金として支給されたとする額は、法定支給額と

681円相違している。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



  

静岡厚生年金 事案 1587 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年３月 20日から 36年９月 30日まで 

年金事務所で厚生年金保険の記録を確認したところ、申立期間については

脱退手当金が支給済みとの回答であったが、脱退手当金を受給した記憶が無

いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より後の被保険者期間に

ついてはその計算の基礎とされておらず未請求となっているが、これを失念す

るとは考え難い上、未請求となっている被保険者期間と申立期間の被保険者期

間は同一の被保険者記号番号により管理されているにもかかわらず、支給され

ていない期間が存在することは事務処理上不自然である。 

また、申立期間の脱退手当金として支給されたとする額は、法定支給額と

773円相違している。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 
 



  

静岡国民年金 事案 1357 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年２月から 50 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年２月から 50年 10月まで 

私は、母親から国民年金に加入するよう勧められ、20 歳から加入し保険

料を自分で納付してきた。私と同様に母親から助言を受けた私の兄妹は 20

歳から納付済みであるのに、私だけ申立期間が未加入期間とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は婚姻後、申立人の母親の勧めにより自身の国民年金加入手続を行

い、申立期間も含め国民年金保険料を全て納付したと述べているところ、申

立人の国民年金手帳記号番号は昭和 51 年２月頃に払い出されており、別の

同記号番号が払い出された形跡も見当たらないことから、同年同月頃に払い

出された同記号番号は、申立人がオンライン記録上、50 年 11 月 22 日に任意

加入により、初めて国民年金被保険者資格を取得したことに伴い払い出され

たものと推認できる。このことから、同年同月までは、申立人は、国民年金

に未加入であったことになり、国民年金保険料を納付することはできなかっ

たと考えられる。 

また、申立人の夫は申立期間当時、厚生年金保険被保険者であったことか

ら、制度上、申立人の国民年金への加入は任意であり、任意加入の対象とな

る申立期間については、遡って国民年金被保険者資格を取得することも保険

料を納付することもできない。このため、申立人に係る特殊台帳（マイクロ

フィルム）及び申立人が所持する領収証書から確認できるように、申立人は、

昭和 55 年６月に第３回特例納付により、申立期間前の 42 年４月から 46 年

１月までについて保険料を遡って納付したものと考えられる。 

さらに、申立人は、申立期間に係る加入手続を行った時期について、婚姻



  

後すぐにではなかったとするのみで具体的な記憶は無く、保険料の納付方法

についても金融機関で定期的に納付したか又は遡って納付したかのいずれか

であるとするのみであり、これら申立人の主張から、申立人が申立期間当時、

国民年金に加入し保険料を納付していたことを推認することも困難である。 

加えて、申立人の居住する市の電算記録でも、申立期間は未加入とされて

おり、オンライン記録との齟齬
そ ご

は無い上、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1358 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年 11 月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 11月から 48年３月まで 

私は、大学在学中に帰省した際、母親から私が 20 歳になったので国民

年金に加入して保険料を払っていると聞いた事を覚えている。母親は兄弟

姉妹の保険料を集金で納めていたはずであり、申立期間が未納となってい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、大学在学中に帰省した際、申立人の母親から、20 歳の時から申

立人は国民年金に加入しており、その母親が申立人の国民年金保険料を払っ

ていると聞いたことを覚えていると述べているところ、申立人の国民年金手

帳記号番号は、昭和 48 年５月に払い出されており、申立人に対して別の同

記号番号が払い出されたこともうかがえないことから、この頃初めて申立人

の加入手続が行われ、20 歳到達時に遡って被保険者資格を取得したものと推

認できる。このことから、申立期間当時、申立人は国民年金に未加入であっ

たことになり、申立人が主張するようにその母親が保険料を納めることはで

きなかったと考えられる。 

また、上記の加入手続時点で、申立期間の一部（昭和 45 年 11 月から 46

年３月まで）は既に時効のため保険料を納付することはできなかったと考え

られる上、同加入手続時点で時効前であり、保険料の納付が可能であった期

間（昭和 46 年４月から 48 年３月まで）についても、ⅰ）申立期間の保険料

を納付したとする母親は、期間を遡及してまとめて保険料を納付した記憶は

無いと述べていること、ⅱ）申立人の姉も、申立人同様に加入手続時点で過

年度納付が可能であったとみられる期間があるものの、納付はされていない

ことから、その母親が遡って納付したことはうかがえない。 



  

さらに、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（確定申告書、家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1359                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年１月から 51 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 51年 12月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料は、町内の集金により納付しており、

当時、領収書があったことを記憶しているので、未納とされているのは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは昭和 54 年１月であり、

別の同記号番号が払い出されたこともうかがえないことから、この頃初めて

国民年金加入手続を行ったものとみられ、この時期を基準とすると、申立期

間の大半（昭和 51 年９月まで）は、既に時効のため、保険料を納付するこ

とはできなかった。 

また、申立人に係る特殊台帳（マイクロフィルム）から、申立人は、上記

加入手続後、昭和 52 年１月から 53 年３月までの保険料を 54 年４月以降に

過年度納付したことが確認でき、この時点では、申立期間のうち加入手続時

点では時効到達前であった 51 年 10 月から同年 12 月までの保険料も既に時

効のため、納付することができなかったと考えられる。 

さらに、申立人の保険料を納付していたとする申立人の夫は、申立期間の

保険料について夫婦分一緒に町内の集金により納付していたとしており、遡

ってまとめて納付したとの記憶は無いことから、特例納付により遡って納付

したこともうかがえない。 

加えて、申立人が居住する市の被保険者名簿でも申立期間は未納期間とな

っており、オンライン記録との齟齬
そ ご

は無い上、申立人が申立期間の保険料を



  

納付していたことを示す関連資料（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立人

が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1588 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月から 22年７月１日まで  

（Ａ事業所） 

             ② 昭和 29年 11月１日から 30年８月１日まで 

（Ｂ事業所Ｃ工場） 

厚生年金保険の加入期間について年金事務所に照会を行ったところ、申立期

間①及び②について、厚生年金保険に加入していた事実は無いとの回答を得た。 

Ａ事業所及びＢ事業所に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人がＡ事業所の同僚として記憶する者はＤ事業所に

おいて厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、上述の同僚の証言から、勤務期

間について特定はできないものの、申立人がＤ事業所に勤務していたことはうか

がえる。 

しかし、Ｅ事業所(Ｄ事業所が名称変更)が提出した退職者に係る名簿に申立人

の氏名は確認できない上、Ｅ事業所の事業主は、「昭和 22 年３月１日の時点に

在籍している従業員は厚生年金保険に加入させたため、申立人は同年３月１日時

点においてＤ事業所に在籍していなかったと思う。この時点より前のことについ

ては分からない。」と回答している。 

また、申立人の記憶する同僚に、申立期間①のうち昭和 22 年３月１日より前

のＤ事業所における厚生年金保険の被保険者記録を確認できる者はいない。 

さらに、年金事務所が管理するＤ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において昭和 19 年 10 月 30 日から 23 年９月 23 日までに被保険者資格を取

得した者を確認したが、この間に欠番は無く、申立人の氏名は見当たらない。 



  

申立期間②について、申立人は、申立期間にＢ事業所Ｃ工場に勤務していたと

主張している。 

しかし、申立人が同じ工程に従事した同僚として挙げた者は亡くなっており、

申立人をＢ事業所Ｃ工場に紹介したとする工場長と連絡が取れないことから申立

人の勤務状況を確認することはできず、申立期間②に厚生年金保険の被保険者資

格を取得した複数の者に聴取したが、申立人の氏名を記憶する者はいない。 

また、申立人が、ほぼ同時期にＢ事業所Ｃ工場に就職したとする同僚について、

Ｂ事業所Ｃ工場の健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認したが当該同僚の氏

名は見当たらない。 

さらに、年金事務所が管理するＢ事業所Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において昭和 29 年 11 月１日から 30 年８月１日までに被保険者資格

を取得した者を確認したが、この間に欠番は無く、申立人の氏名は見当たらない。 

加えて、Ｂ事業所Ｃ工場は既に廃業しており、申立期間②当時の事業主と連絡

が取れず、申立期間②当時の社会保険事務の担当課長は亡くなっていることから、

厚生年金保険の適用及び保険料控除の状況についての証言を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年１月 10日から同年５月１日まで  

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、

申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。 

給与明細書等は無いが、Ａ事業所には昭和 30 年１月 10 日から勤務を開始し

ていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の従業員名簿及び人事記録により、申立人が申立期間に当該事業所で

勤務していたことは確認できる。 

しかし、申立期間当時のＡ事業所での社会保険の取扱いについて記憶している

者（申立期間はＡ事業所の親会社に勤務し、申立期間後にＡ事業所で統括業務を

担当していたとする者）は、「申立期間当時、Ａ事業所においては、入社後に厚

生年金保険に加入させない試用期間を設けていた。申立人は営業職として採用さ

れたので、試用期間が３か月間ほど設けられていた。」と証言している。 

また、Ｂ事業所（Ａ事業所の後継事業所）に照会したところ、「当時の社会保

険の適用を確認できる資料は無く、当時の社会保険の取扱いについては確認がで

きない。」と回答しているほか、複数の同僚に聴取したが、試用期間や社会保険

の取扱いについては分からないと証言しており、申立人の申立期間の勤務状況、

厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料控除を確認できる証言及び資料を得るこ

とはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年４月１日から 35年８月１日まで  

年金事務所に、Ａ事業所での厚生年金保険の加入記録について照会したとこ

ろ、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答を得た。当該事

業所に勤務していたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人による当時の勤務状況や事業所の説明、当時の写真等により、申立人が

Ａ事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、オンライン記録から、申立期間当時にＡ事業所で厚生年金保険の被保

険者であった複数の元従業員に聴取したものの、申立人を記憶する者はおらず、

申立人の勤務期間を特定することができなかった。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に厚生年金保険の被保険者資格を取得した者の氏名を確認したが、当該期間の健

康保険の整理番号に欠番は無く、申立人の氏名は見当たらない。 

さらに、Ａ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の

関係資料は無く、元事業主は死亡していることから、申立人に係る厚生年金保険

の適用及び保険料控除の状況について、確認することはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

静岡厚生年金 事案 1591 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年５月 22日から同年 11月１日まで 

年金事務所に船員保険の加入記録について照会したところ、申立期間につい

て船員保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。しかし、申立期間にＡ

船舶所有者Ｂ船舶に乗船していたので、申立期間を船員保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ船舶所有者Ｂ船舶に、昭和 26 年５月 22 日から乗船し、同年 10

月 31 日少し前に下船した。乗船と同時に船員保険証を配付された。」と主張し

ている。 

しかし、申立人は船員手帳を保管していないため、申立期間に船員であったこ

とを確認できない上、Ａ船舶所有者Ｂ船舶に係る船員保険被保険者名簿によると、

Ａ船舶所有者Ｂ船舶は、昭和 26 年７月１日に船員保険の新規適用事業所になっ

ており、同日より前の期間は、船員保険の適用事業所でないことが確認できる。 

また、申立人が記憶する複数の元同僚は、「申立人がＡ船舶所有者Ｂ船舶に乗

船していた時期について覚えていない。」と述べており、申立人が申立期間にＡ

船舶所有者Ｂ船舶に乗船していたとする証言が得られない。 

さらに、申立人は、「Ａ船舶所有者Ｂ船舶に乗船したのは申立期間だけであ

る。」と主張しているが、Ａ船舶所有者Ｂ船舶に係る船員保険被保険者名簿にお

いて、申立期間のうち、新規適用事業所となった昭和 26 年７月１日から同年 11

月 15 日までの期間について、申立人の氏名は確認できない一方、申立人に係る

船員保険の被保険者記録として、同年 11 月 16 日に資格を取得し、27 年４月１日

に資格を喪失した記録が確認できる。 

加えて、Ａ船舶所有者は死亡しており、申立人に係る船員保険の適用状況につ



  

いて証言が得られない。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1592 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 12月から 60年８月まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、

申立期間について厚生年金保険に加入記録が確認できないとの回答を得た。申

立期間は、Ａ事業所に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ事業所のＢ支社に勤務していたと主張している

が、Ａ事業所の元事業主は、「Ｂ支社はなかった。」と回答をしている。 

また、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 58 年 10

月 12 日から 60 年９月 21 日までに被保険者資格を取得した者を確認したが、こ

の間に欠番は無く、申立人の氏名は見当たらない。 

さらに、申立人がＡ事業所の同僚として挙げた者が、オンライン記録によれば、

Ｃ事業所（Ａ事業所の商品の販売会社）で厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きたため、Ｃ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 58 年

８月 27 日から 61 年２月１日までに被保険者資格を取得した者を確認したが、こ

の間に欠番は無く、申立人の氏名は見当たらない。 

加えて、申立人は「申立期間当時の給与は、固定給と歩合給を合わせた給与で

あった。」と述べているところ、Ｃ事業所における申立期間当時の取締役は、

「支社の者で給与に歩合給のある者は、厚生年金保険には加入させなかった。」

と回答しており、当該事業所における申立期間当時の総務部長も、「厚生年金保

険の被保険者となっていない者から、保険料を給与から控除するようなことはな

い。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき



  

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1593 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年８月 20日から同年９月１日まで  

年金事務所に、Ａ事業所での厚生年金保険加入記録について照会したところ、

申立期間について厚生年金保険の加入記録がない旨の回答を得たが、継続して

Ａ事業所に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ事業所に就職してから退職までの間、Ｂ課からＣ課に異動した

ものの、労働条件の変更は無く、継続して勤務していた。」と主張している。 

しかし、Ｄ事業所（Ａ事業所が組織変更）から提出された人事記録によれば、

「昭和 46 年８月 20 日 願により臨時補充員を免ずる」及び「昭和 46 年９月１

日 臨時補充員を命ずる」の記録が確認できることから、申立人は、申立期間に

おいて、Ａ事業所に在籍していなかったことが確認できる。 

また、申立人に係るＡ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、

申立人は、昭和 46 年８月 20 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失しているこ

とが確認できる上、健康保険被保険者証返納欄の「返」に丸印が記されているこ

とから、当該事業所が社会保険事務所（当時）に提出した健康保険厚生年金保険

被保険者資格喪失届に申立人の健康保険被保険者証が添付され、社会保険事務所

に返納されたことが推認できる。 

さらに、Ｄ事業所の担当者は、「賃金台帳は保管していないが、申立期間当時、

給与計算及び社会保険の手続はＡ事業所で行っていた。申立期間における申立人

の給与から厚生年金保険料を控除していないと考える。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 



  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1594（事案 862の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②及び③について、厚生年金保険被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年９月 10日から 28年３月 10日まで 

（Ａ社Ｂ出張所） 

② 昭和 30年８月 18日から 34年４月５日まで 

（Ｃ事業所） 

③ 昭和 34年９月 21日から 38年５月 10日まで 

（Ｄ社Ｅ出張所） 

申立期間①について、Ａ社Ｂ出張所に勤務していたことは確かである。 

また、申立期間②及び③について、Ｃ事業所及びＤ社Ｅ出張所の厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしいとして申立てを行い、記録訂正を認め

ることはできないとの通知を受けたが、申立期間②及び③についてこれらの事

業所に勤務していた。 

申立期間①、②及び③を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が班長であったと記憶する者は、Ａ社Ｂ出張所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において厚生年金保険被保険者として確

認することができない。 

また、Ｆ社（Ａ社が名称変更）に照会したところ、「人事記録を確認したが、

申立人及び申立人が班長として名前を挙げた者は、記録を確認することができな

い。短期間の雇用であれば、当社の従業員ではなく、下請けの直接雇用だと思

う。」と回答している。 

さらに、申立人は、Ａ社Ｂ出張所において、上述の班長以外に同僚の氏名を記

憶していないことから、申立人の申立期間①における勤務状況や厚生年金保険の

適用状況等を確認することができない。 

なお、Ａ社Ｂ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和



  

27 年１月１日から最後に被保険者資格を取得した者が確認できる 28 年３月１日

までの期間に、申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②に係る申立てについては、ⅰ）Ｃ事業所に照会したところ、「申立

人が、上司として名前を挙げた者は、当社の被保険者台帳において記録を確認す

ることはできるが、申立人の記録は無く、申立人の勤務状況は確認できない。」

「申立期間②当時の資料は保管されておらず、当時の厚生年金保険加入条件等に

ついては、不明である。」と回答していること、ⅱ）申立期間②当時、Ｃ事業所

の厚生年金保険の被保険者となっている者から、「現場作業員の中でも社会保険

加入の取扱いの違いがあった。基幹要員は厚生年金保険への加入は認められたが、

一般作業員は加入できなかった。」との証言を得たこと、ⅲ）申立人は、Ｃ事業

所において一緒に勤務していた同僚の氏名を記憶していないことから、申立人の

申立期間②における勤務状況や厚生年金保険の適用状況等を確認することができ

ないこと、ⅳ）Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭

和 30 年８月１日から 34 年５月１日までに被保険者資格を取得した者を確認した

が、申立人の氏名は無いこと等の理由により、既に当委員会の決定に基づく平成

22年２月 12日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立期間③に係る申立てについては、ⅰ）Ｄ社事務センターに申立人の雇用状

況、厚生年金保険適用の有無について照会したところ、「申立期間③における申

立人の在籍記録は無く、申立てどおりの届出、保険料の控除及び納付は行ってい

ない。当時の厚生年金保険加入条件等についても、資料が無いため不明であ

る。」と回答していること、ⅱ）Ｄ社Ｅ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において、昭和 34 年 10 月５日から同事業所で最後に被保険者資格を取

得した者の取得日である 37 年 10 月８日までを確認したが、申立人の氏名は無い

こと、ⅲ）申立人が一緒に勤務していたとする上司は既に死亡している上、申立

人は、Ｄ社Ｅ出張所において一緒に勤務していた同僚の氏名を記憶していないこ

とから、申立人の申立期間③における勤務状況や厚生年金保険の適用状況等を確

認することができないこと等の理由により、既に当委員会の決定に基づく平成 22

年２月 12日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立期間②及び③について、申立人は、再申立てに際して新たな資料や証言の

提出も無く、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められず、その他

に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

は厚生年金保険被保険者として申立期間②及び③の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 


